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令和５年１１月松塩筑木曽老人 
福祉施設組合議会定例会会議録 

令和５年１１月松塩筑木曽老人福祉施設組合議会定例会が 

１１月２０日午後１時３０分塩尻市保健福祉センター市民交 

流室に招集された。 

  え  

  令和５年１１月２０日（月曜日）

え 

  議 事  日   程 

令和５年１１月２０日午後１時２５分開議 

第１ 議席の指定 

第２ 会議録署名議員の指名 

第３ 会期の決定 

第４ 議会運営委員会委員の指名 

第５ 提出議案の説明 

議案第１号 令和４年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会計歳入歳出決算認定

について 

第２号 松塩筑木曽老人福祉施設組合一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例 

第３号 公平委員会委員の選任について 

第４号 令和５年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会計補正予算（第１

号） 

第６ 報告案件の説明 

報告第１号 管理者の専決処分事項の指定に係る報告について 
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○出席議員（24 名） 

 １番  宗  田 まゆ美 君        ２番  宇 留 賀 響 君 

３番  和 久 井 悟 君        ４番  大久保 美由紀 君 

５番  花 村 恵 子 君        ６番  上 條 一 正 君 

 ７番  吉 村 幸 代 君        ８番  今井 ゆうすけ 君 

９番  中 島 昌 子 君       １０番  峯 村 賢 治 君 

１１番  藤 澤 幸 恵 君       １２番  百 瀬   章 君 

１３番  小 林 弘 之 君       １４番  勝 田   昇 君 

１５番  水 澤 まどか 君       １６番  伊 藤 寿 子 君 

１７番  下 島 里 美 君       １８番  清 水 えり子 君 

１９番  倉 橋 孝四郎 君       ２０番  戸 前 寿 乃 君 

２１番  平 林   明 君       ２２番  古 畑 秀 夫 君 

     ２３番  樋 口 千代子 君       ２４番  赤 羽 誠 治 君 

 

○欠席議員（０名） 

  

○説明のため出席した者 

管 理 者 百 瀬   敬 君  副 管 理 者 臥 雲 義 尚 君 

   代      理 嵯 峨 宏 一 君 

副 管 理 者 藤 澤 泰 彦 君  副 管 理 者 貴 舟   豊 君 

副 管 理 者 石 坂 健 一 君    

理 事 塚 原 勝 幸 君  理 事 本 庄 利 昭 君 

理 事 小 林 弘 幸 君  理 事 太 田 守 彦 君 

理 事 大 屋   誠 君  理 事 向 井 裕 明 君 

理 事 原   久仁男 君  理 事 奥 原 秀 一 君 

理 事 越 原 道 廣 君  理 事 太 田   寛 君 

   代      理 甕   直 紀 君 

代 表 監 査 委 員 髙 砂 礼 次 君    

常 任 参 事 降 幡 美 保 君  参 事 加 藤 琢 江 君 

参 事 藤 澤 正 司 君  参 事 古 野 昌 敏 君 
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○事務局職員出席者 

事 務 局 長 徳 武   勝 君    

会計管理者兼会計課長 山 崎   清 君  総 務 課 長 米 窪 昌 紀 君 

管 理 課 長 三 澤 美 裕 君  北部エリアマネージャー 山 田   透 君 

中部エリアマネージャー 紅 林 裕 一 君  南部エリアマネージャー 大 脇 和 樹 君 

木曽あすなろ荘所長 末 松 正 文 君  総務課課長補佐（施設再構築担当） 磯 村 政 範 君 

管理課課長補佐兼管理係長 櫛 原 洋 治 君  総務課企画財政係長兼会計担当課長心得 中 野 雅 年 君 

総 務 課 庶 務 係 長 樋 口 貴 彦 君  総務課庶務担当係長 宮 澤 祥 大 君 

会計課出納係長兼総務課企画財政担当係長 松 澤 千 恵 君  管理課総合相談担当係長 半 場 靖 実 君 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程（第１号）記載事件のとおり 

 

午後１時２５分 開会 

 

○議長（古畑秀夫君） 皆様、本日は御苦労さまでございます。これより、令和５年松塩筑

木曽老人福祉施設組合議会１１月定例会を開会いたします。 

ただいまの出席議員は２４名で、定足数を超えておりますので、直ちに会議を開きます。 

この際、申し上げます。議事日程に先立ち、筑北村議会において、去る１１月７日付で、

本組合議員に勝田昇さんが選出されました。同じく、安曇野市議会において、去る１０月 

２３日付で、本組合議員に平林明さんが選出されました。勝田昇さん、平林明さんの順で自

己紹介をお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――― 

 

○選出議員自己紹介 

 

○議員（勝田昇君） 御紹介のありました筑北村の勝田昇でございます。私は東京から筑北

村に移住しまして、２期目の議員に選出されて、今回、副議長という大役を仰せつかりまし

て、ますます筑北村並びにこの長野のために何とかならないかと、大きな夢を抱いておりま

す。ぜひとも、これからもよろしくどうぞ御指導のほどお願いいたします。 

○議員（平林明君） 皆さん、こんにちは。安曇野市議会の平林明でございます。よろしく

お願い申し上げます。 
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○議長（古畑秀夫君） ありがとうございました。 

それでは、お手元の議事日程により議事に入ります。 

―――――――――――――――――――――――― 

 

日程第１ 議席の指定 

 

○議長（古畑秀夫君） 日程第１ 議席の指定をいたします。 

 今回選出されました勝田昇議員、平林明議員の議席は、会議規則第３条第１項の規定によ

り、議席番号をそれぞれ１４番、２１番に指定いたします。 

―――――――――――――――――――――――― 

 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（古畑秀夫君） 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則の定めるところにより、１番、宗田まゆ美さん、１１番、藤澤幸恵さんを会議

録署名議員に指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――― 

 

日程第３ 会期の決定 

 

○議長（古畑秀夫君） 日程第３ 会期の決定についてを議題といたします。 

議会運営委員会委員長の報告を求めます。２４番、赤羽誠治さん。 

○議員（赤羽誠治君） 御指名がございましたので、組合議会１１月定例会の議会運営につ

きまして、議会運営委員会の報告を申し上げます。 

１０月３０日付松塩筑木曽老人福祉施設組合告示第３号により、１１月定例会が、本日 

１１月２０日に招集されることが告示されました。よって、１１月１日に議会運営委員会を

開催し、本定例会の会期及び審議日程について協議をいたしました。本定例会に管理者から

提案されました議案は、決算案件１件、条例案件１件、人事案件１件、予算案件１件の計４

件と報告案件であります。したがいまして、会期は１１月２０日の１日間とし、議事運営を

してまいることに決定いたしました。以上申し上げまして、議会運営委員会の報告といたし

ます。 

○議長（古畑秀夫君） お諮りいたします。本定例会の会期及び議事運営については、議会
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運営委員会委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古畑秀夫君） 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日１日間と

して、議事運営をしてまいることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――― 

 

日程第４ 議会運営委員会委員の指名 

 

○議長（古畑秀夫君） 日程第４ 議会運営委員会委員の指名を行います。 

 令和５年７月臨時会において議会運営委員会の委員として指名しました安曇野市の松枝

功さんが、安曇野市議会の申合せによる担当議員の改選により、１０月２３日をもって退

任されました。このため、議会運営委員会条例第２条により指定された委員定数９人のう

ち、１人が欠員となっております。補欠委員の選任につきましては、同条例第５条の規定

により、議長において指名することとしたいが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古畑秀夫君） 御異議なしと認め、議会運営委員会の委員に、２１番平林明さん

を指名します。 

 お諮りいたします。平林明さんを議会運営委員会の委員に選任することに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古畑秀夫君） 御異議なしと認めます。よって、平林明さんを議会運営委員会の

委員に選任することに決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――― 

 

日程第５ 提出議案の説明 

 

○議長（古畑秀夫君） 日程第５ 提出議案に対する説明を求めることにいたします。 

 議案第１号から第４号までの４件を一括議題といたします。件名につきましては、お配り

してあります議事日程に記載してあるとおりです。 

 管理者から、提案理由の総括説明を求めます。百瀬管理者。 

○管理者（百瀬敬君） 本日ここに、令和５年松塩筑木曽老人福祉施設組合議会１１月定例
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会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には何かと御多用の中、御参集賜り、誠にあり

がとうございます。また、日頃より本組合の運営につきまして、格別なる御支援、御協力を

賜り、改めまして感謝を申し上げます。 

初めに、前回７月臨時会以降、新たに選任されました筑北村の勝田昇議員、安曇野市の平

林明議員のお二人には、地方自治推進のため、一層の御活躍を御期待申し上げますとともに、

本組合の運営に対しまして格別なる御支援、御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し

上げます。 

次に、心配される新型コロナウイルスの感染状況でございますが、組合議会７月臨時会以

降は、職員への感染と一部施設の入所者への感染が単発的にあったものの、クラスターに至

るまでの感染拡大はなく、落ち着いてきている状況であります。また、インフルエンザにつ

きましても、９月下旬以降、職員への感染と一部施設の入所者への感染が発生してきており

ます。長野県では、早くも県内全域にインフルエンザ警報が出されており、冬季に向けまし

て、さらなる感染拡大も心配されますので、引き続き、感染症の拡大防止に努め、安心した

サービス提供をしてまいる所存であります。 

 次に、本組合の運営状況と今後の取組につきまして、要点のみ申し上げます。令和４年度

の決算状況でございますが、昨年度は、新型コロナウイルスのクラスターが複数の施設で発

生し、入所者の利用制限を設けるなど、大変厳しい運営になりました。 

歳入の状況でありますが、収入の根幹をなすサービス収入では、新型コロナウイルス感染

症の影響等により、前年度と比較して、利用率が１．４％減となり、７，０７２万円余の減

収となりました。併せまして、定年退職者の減少を主な要因とした、退職手当基金からの繰

入金の減少なども重なり、歳入全体では、前年度より１億１，９２５万円余の減収となって

おります。一方、歳出では、投資的経費の抑制、職員数や退職者数の減員に伴う人件費の減

少等により、前年度との比較で、１億１，４５２万円余の歳出減となりました。 

この結果、形式収支では１億４，９１５万円余の黒字決算となり、実質単年度収支は 

７，２５８万円余となり、令和元年度から４年連続の歳入超過となっております。黒字決算

が続きましても、本組合では、施設の多くが開設後２０年を経過しており、施設改修や老朽

化した設備への投資が必要となりますので、計画的な運営に努めてまいる所存であります。 

また、今年度は、職員確保が十分にできず、２施設でサービスの提供が維持できない状況

に加えまして、新型コロナウイルス感染症等の影響により、サービス収入が２億２，０００

万円余の減収見込みとなることなどから、５年ぶりに財政調整基金を取り崩し、歳入に繰り

入れることを内容とした組合一般会計補正予算を本議会に提案させていただきます。 
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なお、職員不足の対応としましては、外国人人材の前倒しの採用等、職員確保に重点を置

き、地域住民に安心していただけるよう体制を整備してまいります。今後とも地域のセーフ

ティーネットの役割を担い、利用者から安心して選ばれる施設運営に取り組んでまいります。 

 以上、要点のみ申し上げましたが、各議案の説明につきましては、副管理者から申し上げ

ますので、よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。  

○議長（古畑秀夫君） 次に、各議案についての説明を求めます。石坂副管理者。 

○副管理者（石坂健一君） 御指名をいただきましたので、本議会に提案をいたしました各

議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。議案等は、決算案件１件、条例案件１

件、人事案件１件、予算案件１件及び報告案件１件であります。なお、各議案の内容につき

ましては、後ほど、議案関係資料と併せて御説明いたしますので、簡潔に申し上げます。 

 議案第１号、令和４年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会計歳入歳出決算認定について

です。この案件は、地方自治法の規定に基づき、議会の認定をお願いするものです。歳入総

額４３億７，０１０万６，４０２円、歳出総額４２億２，０９４万９，６５４円で、歳入歳

出差引額は、１億４，９１５万６，７４８円となりました。 

 議案第２号、松塩筑木曽老人福祉施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例。この案件は、特定技能１号の在留資格を持つ組合職員に対し、組合が借り上げて、

当該職員に貸与している住居の入居料を月額の給与から天引きできるよう、必要な改正をす

るものです。 

 議案第３号、公平委員会委員の選任について。この案件は、委員３人のうち、川上惠美子

氏が令和５年１１月２４日に任期満了となることに伴い、再び同氏を適任者と認め、選任す

ることについて、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意をお願いするも

のです。 

議案第４号、令和５年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会計補正予算（第１号）。この

案件は、歳入歳出ともに１億１，９００万円を追加し、予算総額を４３億２，９００万円と

するものです。施設見込利用者数の見直しに伴うサービス収入、人事異動及び人事院勧告に

伴う人件費並びに施設の維持、管理運営に必要で、特に緊急を要する経費について、補正を

するものです。 

 報告第１号、管理者の専決処分事項の指定に係る報告について。この報告案件は、施設内

で起きた介護事故４件の損害賠償の額の決定について、専決処分したものを報告するもので

す。 

 以上が各議案等の概要でございます。細部につきましては、事務局から説明をさせますの
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で、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（古畑秀夫君） 議案第１号を議題といたします。事務局の説明を求めます。徳武事

務局長。 

○事務局長（徳武勝君） 議案第１号、令和４年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会計歳

入歳出決算認定について説明いたします。議案関係資料の１ページをお開きください。令和

４年度一般会計の歳入合計、歳出合計等、決算額につきましては、先ほど副管理者から説明

のあったとおりでございます。 

 一般会計の各事業内容につきましては、別冊でお配りしてございます藤色の冊子、令和４

年度歳入歳出決算書の事項別明細書中、備考欄に記載してございますが、私からは、ただい

ま御覧いただいている議案関係資料の２ページ以降に載せてございます歳入歳出決算説明資

料を中心に説明させていただきます。なお、金額につきましては、万円単位で申し上げます

ので、御了承くださいますようお願い申し上げます。 

 それでは、議案関係資料をおめくりいただいて、４ページをお願いいたします。初めに、

令和４年度の事業運営の概要について申し上げます。令和４年度も、新型コロナウイルス感

染症の感染防止対策を重点的に行ってまいりましたが、複数の施設において集団感染が発生

してしまいました。このため、入所者の利用制限をせざるを得ない状況が続きましたし、職

員に関しましても、感染対応による精神的なストレスや人手不足が続いたことによる疲弊感

が問題となりました。また、介護職員等の人材不足が想定以上に加速し、本組合の事業運営

において、深刻な状況が続いております。 

 次に、一般会計の概要でございますが、経営全体では、歳入の減少に対応すべく、投資的

経費等の抑制によって基金繰入れを抑え、財政の安定化に努めてまいりました。新型コロナ

ウイルスの集団感染等の影響で、組合全体の利用率は、前年度を１．４ポイント下回る 

９３．９％となり、歳入のうち、組合収入の根幹をなすサービス収入は、前年度に対し 

７，０７２万円の減収となりました。一方、歳出では、職員や退職者の減に伴う人件費の減

少等により、全体で１億１，４５２万円の減少となりました。 

 結果として、形式収支においては、１億４，９１５万円の黒字となりましたが、これは、

令和３年度からの繰越金が１億５，３８９万円であったことが大きく影響したもので、繰越

金を除いた単年度収支につきましては、４７３万円の歳出超過となりました。 

 詳細な決算数値につきましては、５ページからになります。こちらには、決算の総括的な

事項を、前年度との比較でお示ししてございます。令和４年度の最終的な予算現額は、最上

段の４３億９，５００万円で、前年度と比較して、１億５００万円の減となっています。 
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 これに対しまして歳入の決算額は、収入済額（Ａ）になりますが、４３億７，０１０万円

で、前年度対比１億１，９２５万円の減。歳出の決算額は表の中ほど、支出済額（Ｂ）にな

りますが、４２億２，０９４万円で、前年度対比１億１，４５２万円の減となりました。こ

の結果、歳入歳出差引額（Ｃ）は１億４，９１５万円となり、翌年度へ繰り越すべき財源は

ありませんので、実質収支額（Ｅ）も同額となっております。 

 先ほど、単年度収支は４７３万円の歳出超過と申し上げましたのは、実質収支額から前年

度からの繰越金を差し引いたものとなりますので、実質収支額（Ｅ）の増減額欄に記載され

た４７３万円のマイナスのことでございます。 

 なお、この表には記載ありませんが、この単年度収支額から財政調整基金の繰入金や積立

金を除いた実質単年度収支につきましては、７，２５８万円の歳入超過であり、４年連続で

黒字であったと、先ほど管理者の総括説明にもありましたが、これは、投資的経費の執行を

抑えるとともに、経常的経費を切り詰めていることや、職員が不足しているために人件費が

かからなかった結果であり、何とか健全財政の維持に努めてまいったところでございます。 

 続いて、６ページは、歳入歳出ともに款別の決算額について、前年度と比較した表でござ

います。また、８ページから１０ページにかけて、歳入歳出の主な内訳を記載しております

ので、併せて説明させていただきます。 

 ６ページ、初めに上の表の歳入でございますが、１款サービス収入は３９億７，４５１万

円で、前年度対比７，０７２万円の減となりました。歳入に占める割合は９１％と、組合収

入の根幹をなしております。 

 次に、２款分担金及び負担金ですが、施設建設時に借り入れました組合債の償還に係る関

係市町村の負担金で、岡田の里及びデイサービスセンターに関して、松本市から３，３０３

万円を負担いただいたものと、本組合が職員へ支給している児童手当について、普通交付税

が措置されている構成市町村に割り振って負担いただいた１，８８４万円との合計 

５，１８７万円でございます。前年度対比の９８万円の減については、児童手当に係る負担

金が減となったものでございます。本組合では、このほかに構成市町村からの負担金は頂い

ておりません。事務費につきましては、全て介護サービス収入を財源としております。 

 ３款財産収入は、３つの基金の運用に係る利子収入で、８４万円でありました。前年度は、

デイサービス事業の休止に伴い不要となった車両１７台の売却益があったため、前年度と比

べると大きな減になったものでございます。 

 ４款使用料及び手数料は、公有財産の目的外使用料として電柱の地代を頂いたもので、前

年度と同額となっております。 
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 ６款繰入金は、職員退職手当基金から７，７４８万円を繰り入れたもので、前年度対比 

５４１万円の減となりました。なお、財政調整基金からの繰入れはありませんでした。 

 ７款繰越金は、令和３年度決算の実質収支額１億５，３８９万円でございます。 

 ８款諸収入３，９３８万円は、前年度対比４７８万円の増となりました。平成２５年度に

おいて５施設に設置した太陽光発電設備による売電収入のほか、デイサービス施設を無償貸

与している民間法人等から、電気料及び上下水道料を実費負担いただいているものでござい

ます。なお、現状、発電した電力は全て売り、使う電力は全て購入してございます。売電単

価につきましては固定のため、売電収入は前年度と大きな差はなかったのですが、使うほう

の電気料金は高騰したため、デイサービス施設の貸与先法人の負担分も増額となりました。 

 ９款組合債の３，５００万円は、設備工事の財源として起債を充当したことによるもので

す。 

 １１款県支出金は、コロナ感染者の施設内療養を行い、事業サービスを継続した支援とし

て、県から交付された補助金３，５５９万円の収入と、価格高騰対策支援金として木曽町か

ら交付された８１万円の収入でございます。 

 １２款事業収入につきましては、組合が行う地域の介護に携わる職員の人材育成に関する

事務として、喀痰吸引等研修事業を実施したことによる受講料などの収入でございます。 

 次に、下の表の歳出でございますが、１款議会費は、隔年で開催しております臨時会が令

和４年度は開催年でなかったため、減額となっております。 

 ２款総務費は３億２，７９７万円で、前年度との比較で６，８８９万円の減となっており

ます。これは､退職者が減ったことによる退職手当額の減が主な要因でございます。 

 ３款民生費は、各施設の管理運営に係る経費でございます。決算額は３７億３，６５５万

円で、前年度対比７，９６６万円の減となっております。施設職員が減ったことによる人件

費の減や、職員退職手当基金積立金について、積立割合を引き下げたことなどにより、減額

となりました。 

 ４款公債費は１億５，５６７万円で、前年度対比３，４１２万円の増となっております。

新たに起債の償還が始まったことによるものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。歳入についてでございます。一番上の表でございますが、

先ほど説明した１款サービス収入について、事業別の利用率と収入額を前年度と比較してご

ざいます。事業名の施設介護というのが長期入所のこと、短期入所はショートステイのこと

でございます。令和２年度までは、この下に通所介護があって、デイサービスのことですが、

令和３年度以降休止しております。 
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 施設介護の利用率は９５．４％で、前年度を１．３ポイント下回り、次の短期入所は 

７６．９％で、前年度を１．６ポイント下回りました。施設全体の利用率は９３．９％と前

年度を１．４ポイント下回っており、収入額については、前年度を７，０７３万円下回る結

果となりました。新型コロナウイルスの集団感染により、利用受入れの制限をせざるを得な

かったことが主な要因でございます。 

 参考までに、新型コロナの影響がなかった令和元年度の利用率は、施設介護が９７．７％、

短期入所が８１．６％でございました。 

 続いて、９ページをお願いいたします。歳出についてでございます。初めに、(ア)人件

費については、１款議会費、２款総務費及び３款民生費に含まれる人件費をトータルで 

お示ししてございます。総額は表の一番下、２７億５，８４７万円で、前年度対比１億 

１，６７３万円、率にして４．１％の減となりました。職員の不足が人件費減少の主な要因

となっております。 

 表の下に、職員数の状況について記載してございます。令和４年度末と令和３年度末を比

べますと、一般職で１６人、月給制会計年度任用職員で１１人の減となっております。 

 その下、退職手当の推移の表を御覧ください。退職者数については、定年退職、普通退職、

ともに前年度の退職者より減少しており、退職手当額も、前年度と比べ２，３９７万円の減

となっております。 

 続きまして、（イ）総務費ですが、２つ目の白丸、財政調整基金積立金７，７３２万円は、

地方財政法の規定に基づき、前年度決算剰余金の額の２分の１相当である７，６９４万円と

運用利子の３７万円を合わせて積み立てたものでございます。 

その下の職員退職手当基金積立金４２９万円は、事務局の職員分でございます。 

次のページの１つ目の白丸、民生費の職員退職手当基金積立金６，９６８万円は各施設の

職員分で、これを合計した７，３９７万円は、前年度に比べると４９．２％の減となります。

これは基金積立率を給与費総額の１４％から７％に減率したことに伴うものでございます。 

 続いて、１０ページの（ウ）民生費でございますが、２つ目の白丸、燃料費と、その次の

白丸、電力使用料でございますが、ガソリン価格の上昇、電力使用料においても燃料費調整

額の上昇があり、増額となりました。特に電力使用料においては、前年度対比５，７２０万

円の増となっております。施設運営に欠かせない経費でございますが、利用者の居住環境に

最大限考慮しながら、今後も節減に努めてまいります。 

 上から５つ目の白丸、工事請負費と、その下の備品購入費につきましては、施設の老朽化、

利用者の高齢化・重度化に対し、計画的に整備してきたものでございます。 
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 次に、（エ）公債費ですが、元金償還分と利子分の合計１億５，５６７万円を支出いたし

ました。前年度対比で２８．１％の増となっておりますのは、岡田の里ナースコール改修工

事及びサニーヒルきそ大規模改修工事の起債償還が始まったことによるものでございます。

令和４年度の借入分を合算しました年度末現債高は６億１，８１６万円となり、前年度と比

べ１億１，９８０万円の減額となりました。 

 続きまして、１１ページにつきましては、歳出を性質別に前年度と比較した表、１２ペー

ジは、歳出を節別に前年度と比較した表となります。 

 続いて、１３ページ、１４ページにつきましては、施設別の決算状況をお示しした表にな

ります。 

 次の１５ページにつきましては、科目別の収入実績でございます。令和４年度において、

サービス収入に不納欠損はありませんでした。 

 次の１６ページ上の表、（１）収入未済額ですが、こちらは、年度内に納めていただくべ

き施設利用料等が納められず、令和５年度へ繰り越すこととなった収入未済額の一覧でござ

います。未済があるものは、サービス収入のうちの２項自己負担金収入と３項利用料収入で、

いずれも利用者の滞納分となります。内容につきましては備考欄記載のとおり、６施設１２

人の利用者が対象となっております。決算時の滞納額１５４万円は、その後の滞納整理によ

り９人が完納し、１０月末現在の滞納状況は、対象者３人で７０万円となっています。今後

も、滞納の解消に努めるとともに、施設において発生を未然に防ぐよう努めてまいります。 

 続いて下の表、（２）債権ですが、介護度が未確定などのため、出納閉鎖までに調定が間

に合わず、未調定債権となったものでございます。なお、令和５年度の調定となりまして、

全て収入済みとなっております。 

 続きまして、１７ページをお願いいたします。こちらは、各施設の建設時における施設の

土地及びデイサービスセンターの建物についての起債償還に伴い、構成市町村に御負担いた

だいた負担金となります。令和４年度につきましては、松本市から、岡田の里・ジョイフル

岡田についての負担金を頂いております。また、児童手当に係る負担金は、本組合が職員へ

支給している児童手当について、普通交付税が措置されている構成市町村に割り振って御負

担をいただいたものでございます。 

 １８ページから２０ページでは、施設ごとの利用率、利用者数の推移を表、グラフにして

お示ししてございます。このうち、２０ページ下の表につきまして、組合全施設の延べ利用

者数の推移となりますが、サービス全体で前年度と比較しますと、新型コロナウイルス感染

症による入所の受入制限が影響し、約７，０００人の減少となっております。 
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 次に、２１ページは、年度末における各基金の状況でございます。財政調整基金ですが、

令和４年度は、元利合計で７，７３２万円を積み立て、取崩しはありませんので、年度末残

高は１６億３，２６６万円となりました。退職手当基金ですが、令和４年度は、給与費総額

の７％とする元金と運用利子の合計で７，３９７万円を積み立て、支払った退職手当に相当

する７，７４８万円を取り崩した結果、残高は３億９，０１８万円となりました。施設改築

基金につきましては、利子のみを積み立てたものでございます。 

 次に、２２ページから２４ページにかけ、起債の状況についてお示ししてございます。 

２２ページは、施設ごとの状況を掲載しておりますが、施設建設時の起債で残っているのは、

岡田の里とジョイフル岡田のみでございます。 

 ２３ページは、起債の償還計画でございます。施設の老朽化が進んでおりますので、計画

的な償還と同時に、今後も、工事や施設設備の更新などには、起債により財源を確保するこ

ととなりますので、償還額及び起債残高は毎年変動が生じることとなります。 

 ２４ページでは利率別の表をお示ししてございますが、利率０．５％未満の構成比が 

９８．８％と一番高くなっております。また、この０．５％の中でも利率０．１％以下のも

のが半数以上ある状況で、最近借り入れたものの利率は０．０３％と低くなっております。

これは、借入先であります地方公共団体金融機構の貸付条件のうち、介護サービス事業が特

別利率枠に該当することから、この利率となっているものでございます。 

 次に、２５ページでは、年度末の職員数を掲載しております。表の右下が職員数の合計で

すが、一般職の職員３０２人は前年度より１６人の減。また、括弧内の１０４人は月給制の

会計年度任用職員の人数となりますが、前年度より１１人の減となっております。 

 続いて２６ページでは、給与の状況をお示ししてございます。全体的な増減につきまして

は、６ページで御説明いたしましたが、こちらでは手当ごとの掲載となっております。月給

制の会計年度任用職員については、一般職と同様に、特殊勤務手当や夜勤手当が支給されて

いますが、予算科目上の分けがないため、報酬の中に含んで集計されておりますし、通勤手

当に相当するものついては、費用弁償の性格から、報酬の下の覧、通勤費に集計してござい

ます。 

 ２７ページ以降は、施設の利用状況の詳細につきまして、長期入所、短期入所ごとに利用

日数による市町村別の利用割合や施設ごとの利用率、地域別の入所者割合などを載せてござ

いますので、後ほどの御確認をお願いいたします。 

 また、３３ページからは、サービスごとの状況に応じた加算の取得状況を一覧にしてござ

いますので、こちらも後ほどの御確認をお願いいたします。 
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 次に、別冊の藤色の冊子、令和４年度松塩筑木曽老人福祉施設組合歳入歳出決算書をお願

いいたします。１枚おめくりいただきまして、目次をお願いいたします。決算書の構成です

が、４５ページまでが一般会計の決算に関する事項、４６ページ以降が、財産に関する調書

となっております。決算関係につきましては、説明資料にて説明いたしましたので、財産に

関する調書につきまして、若干説明をさせていただきます。 

 ４７、４８ページをお願いいたします。上の表の（１）総括の土地、建物の公有財産でご

ざいますが、令和４年度は増減がなく、組合全体では土地面積１０万５４５平方メートル、

表の右端、建物の延べ面積は３万８，８７３平方メートルとなっております。 

 ５９ページからは、物品として、管理市である塩尻市の財務規則に準じ、施設ごとに１件

当たり１００万円以上のものを掲載してございます。 

 また、６９ページでは債権の状況をお示ししてございますが、こちらは説明資料の１３ 

ページに掲載したものと同様で、介護度未確定による未請求分などでございます。 

 ７０、７１ページにつきましては、基金の状況をお示ししたもので、説明資料の２１ペー

ジで説明させていただいたものですので、それぞれ確認をお願いいたします。 

 議案第１号についての説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（古畑秀夫君） この際、議案第１号について、代表監査委員から審査結果の報告を

求めます。髙砂代表監査委員。 

○代表監査委員（髙砂礼次君） 御指名をいただきました代表監査委員の髙砂でございます。

ただいま上程されました令和４年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会計歳入歳出決算につ

きまして、上杉陽一監査委員並びに水澤まどか監査委員とともに審査をいたしましたので、

代表いたしまして私から御報告申し上げます。 

 なお、審査の概要につきましては、お手元の議案の４ページ以降、歳入歳出決算審査意見

書で申し上げてございますので、そちらを御覧いただきたいと思います。 

 地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定に基づき、管理者から審査に付

された令和４年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会計歳入歳出決算につきまして、去る８

月７日に審査をいたしました。審査に当たりましては、決算書類が法令に準拠し作成されて

いるか、計数に誤りがないか、予算が適正かつ効率的に執行されたかなどの観点から、また、

基金の運用につきましては、目的に従って確実かつ効率的に運用されているかなどの観点か

ら、関係諸帳簿及び基金出納簿と証拠書類との照合を行うとともに、定期監査及び例月出納

検査による結果を勘案し、さらに会計管理者及び関係職員に対し質問するなどの方法により
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審査をいたしました。 

審査の結果でございますが、審査に付されました歳入歳出決算書及び事項別明細書、実質

収支に関する調書、財産に関する調書並びに基金運用状況調書は、いずれも関係法令に準拠

して作成されており、決算数値につきましても、会計関係諸帳簿、基金出納簿及び証拠書類

と照合した結果、正確であると認められましたので、御報告申し上げます。 

また、審査所見ということで、意見書の１７ページに記載をさせていただきました。この

点につきまして、若干触れさせていただきます。令和４年度も新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止対策を重点に行ったものの、複数の施設で集団感染が発生し、利用者の命を守

るための対策に追われた年でありました。職員の皆様には、緊張感を強いる状況が続き、心

身ともに御苦労されたことと思います。感染対策による入所者の利用制限でサービス収入が

大きく減となる状況の中、収支バランスに配慮した財政運営で、基金繰入れを抑制し、財政

安定化に向けた取組がされておりました。 

 決算の状況でありますが、歳入につきましては、サービス収入の大部分を占める施設介護

において、利用率が、前年度の９６．７％から９５．４％と１．３ポイント減少いたしまし

た。短期入所につきましては、前年度の７８．５％から７６．９％と１．６ポイント減少し

ました。いずれも集団感染の影響であり、事業合計したサービス収入は、前年度対比で 

７，０７２万円の減額となっています。一方、歳出では、組合経費の９割以上を占める経常

的経費は、一般職員及び月給制会計年度任用職員の減により、１億２，９３８万円の減と 

なっております。 

人材不足につきましては、臨時職員を補充し、対応している状況が見られますが、労働力

人口の減少に加え、特に介護職種は非常に困難な状況であると拝察いたします。物価高騰に

より、原材料価格、光熱費などが増加していますが、収支バランスに配慮し、各施設で節減

に努めていただいたことと思います。経費削減に向けた取組につきましては、今後も、コス

ト意識の定着化推進とともに、継続されるよう要望いたします。 

この結果、令和４年度の収支は、昨年度からは下回りましたが、１億４，９１５万円の黒

字決算となりました。また、実質単年度収支も４年連続の黒字となっております。この成果

につきましては、日々の介護業務に携わっておられる職員の皆様お一人お一人が厳しい環境

の中で取り組まれた結果であり、その努力に対しましては敬意を表すものであります。 

しかしながら、労働力人口減少が組合運営にも影響を及ぼし、経営環境も厳しさを増して

おります。今後も地域に即した施設の役割を果たしつつ、施設の老朽化や利用者の高齢化・

重度化に対応していただき、将来を見据えた事業運営について、研究していただくよう御要
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望申し上げまして、決算審査報告とさせていただきます。私からは以上でございます。あり

がとうございます。 

○議長（古畑秀夫君） 議案第１号について質疑を行います。ありませんか。１７番、下島

里美さん。 

○１７番（下島里美君） 木曽町の下島です。御丁寧な説明等、ありがとうございました。

今回は職員の皆様の働く環境について、令和４年度の総括を伺いたいと思います。通告して

おけばよかったのですが、失念しておりまして、この場で質問させていただきたいと思いま

す。 

先ほどから何度も人材確保の難しさですとか、職員の方々が減っているということで、と

てもストレスが溜まっているのではないかというようなお話が何度も出てきているのですが、

今、社会ではハラスメントということが非常に問題になっておりまして、ストレスの溜まっ

た環境では、これは介護だからということではないですけれども、どんな産業においてもハ

ラスメントが発生する可能性は常に増えていると思っております。事務局としては、働く

方々の働きやすい環境というものを求めていかなければならないと思っているのですが、事

務局として、そういうハラスメントの状況などは捉えられているのでしょうか。お願いしま

す。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） 例えば、職員からの意向調査等の中に、そのようなハラスメント

を受けた、もしくは見たというような御意見を見ることは正直ございます。具体的な事実関

係等につきましては、直接面談する等、管理職において対応して状況を確認するといった形

でやっております。御心配いただいておりますハラスメントにつきましては、私も大変な問

題だと思っていまして、仮にそのハラスメント、パワハラなどが原因で職員が辞めるとか、

もしくはストレスでお休みをしなくてはいけないような状況になるというようなことは大変

残念な状況ですので、そういったことが起きないように、今年度、今月２８日に組合の全体

研修というものを、この場で行います。そのときに、具体的なハラスメントについて、講師

をお願いして、職員の研修を行うというようなことで計画してございます。そんな対応を考

えております。 

○議長（古畑秀夫君） 下島里美さん。 

○１７番（下島里美君） ありがとうございました。これは木曽郡の話になってしまうので

すが、行政のほうでもメンタルヘルスを重点においたアンケートを定期的に取ったりですと

か、広域の消防などでもアンケートを取って、ハラスメントの芽というものを早めに摘み取
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ることができているというようなお話も聞いているので、ぜひ継続的にそういった意向調査

ですとか研修を続けていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（古畑秀夫君） 要望でよろしいですか。 

○１７番（下島里美君） はい。 

○議長（古畑秀夫君） ほかにございますか。ありませんか。 

―――――ないので、質疑を終わります。討論を行います。ありませんか。 

―――――ないので、討論を終わります。採決をいたします。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古畑秀夫君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１号は原案のとおり認定す

ることに決定しました。 

 次に、議案第２号を議題といたします。事務局の説明を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） 議案第２号松塩筑木曽老人福祉施設組合一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例について説明をいたします。議案書の２０ページ、議案関係

資料は３５ページをお願いいたします。議案関係資料で説明をさせていただきます。３５ 

ページでございます。 

 １の提案理由ですが、職員の給与から天引きできるものについては、給与条例に規定され

ておりますが、職員の利便性の向上を図るため、天引きできるものに、組合が借り上げた住

居に係る入居料を追加するため、必要な改正をするものでございます。 

 ２の概要ですが、対象とする職員は、特定技能１号の在留資格を持つ組合職員で、現在は

ミャンマーから来た２人が該当いたします。また、今後雇用する特定技能外国人も対象とな

ります。 

特定技能外国人の待遇改善の一つとして、組合が職員の住居の借上げを行い、家賃の２分

の１相当額を対象職員へ助成をしております。月々の家賃は、その全額を一旦組合が支払っ

ているため、対象職員から家賃の２分の１相当額を徴収するわけでございますが、現在は職

員が納付書で納める方法しかなく、職員の負担になっているため、条例改正によりまして、

職員の月額の給与から天引きができるようにするものでございます。 

なお、特定技能外国人は会計年度任用職員であることから、給与からの天引きに関しまし

ては、松塩筑木曽老人福祉施設組合会計年度任用職員の給与等に関する条例が適用されてい

ますが、この条例には、給与の支給方法は、常勤職員である一般職の例によると規定されて

いることから、一般職の給与条例を改正することになります。 



－ 18 － 

 

家賃助成の財源ですが、今回、長野県の外国人介護人材住居借上支援事業の補助金を見込

んでおりまして、予算措置については、補正予算（第１号）で対応させていただきます。 

 ３の新旧対照表は、次のページを御覧ください。本条例は、管理市であります塩尻市の一

般職の給与条例を準用しております。第２条において、準用する際の読替えの規定に、改正

案の下線が引かれている部分を追加いたします。塩尻市の職員の給与から天引きしている塩

尻市立保育所の運営に従事する職員の給食費については、本組合の職員に関係がないので、

これを、松塩筑木曽老人福祉施設組合が借り上げた住居に係る入居料と読み替えるものです。

もう１か所の下線が引かれている部分で、読み替えるものとするとしたのは、読替えを規定

している他の条例の言いぶりに合わせて改正するものでございます。 

ページお戻りいただきまして、４の条例の施行等ですが、本年１２月１日から施行するも

のでございます。 

議案第２号の説明につきましては、以上でございます。 

○議長（古畑秀夫君） 議案第２号について質疑を行います。ありませんか。 

―――――ないので、質疑を終わります。討論を行います。ありませんか。 

―――――ないので、討論を終わります。採決をいたします。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古畑秀夫君） 御異議なしと認めます。よって、議案第２号は原案のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３号を議題といたします。事務局の説明を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） 議案第３号公平委員会委員の選任について説明をいたします。議

案書は２１ページ、議案関係資料は３７ページをお願いいたします。議案関係資料で説明さ

せていただきます。 

１の提案理由ですが、公平委員会委員の選任につきまして、地方公務員法の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。 

２の概要ですが、委員３人のうち、川上惠美子氏が令和５年１１月２４日に任期満了とな

ることに伴いまして、再び同氏を適任者と認め、選任しようとするものでございます。任期

につきましては、令和５年１１月２５日から令和９年１１月２４日までとなります。 

 ３の略歴書につきましては、右側３８ページのとおりでございます。 

議案第３号の説明につきましては、以上でございます。 

○議長（古畑秀夫君） 議案第３号について質疑を行います。ありませんか。 
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―――――ないので、質疑を終わります。討論を行います。ありませんか。 

―――――ないので、討論を終わります。採決をいたします。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古畑秀夫君） 御異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案のとおり同意さ

れました。 

次に、議案第４号を議題といたします。事務局の説明を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） 議案第４号令和５年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会計補正

予算（第１号）について説明いたします。議案書は２２ページ、議案関係資料は３９ページ

をお願いいたします。議案関係資料で説明をさせていただきます。３９ページでございます。 

補正予算第１号は、補正前の額４２億１，０００万円に対し、補正額１億１，９００万円

を追加し、補正後の額４３億２，９００万円とするものでございます。４０ページからの補

正予算説明資料で説明をいたします。なお、金額は万円単位で申し上げます。 

４１ページをお願いいたします。こちらの表では、今回の補正予算額を款ごと、目的別に

お示しをしてございます。 

次の４２ページをお願いいたします。今回の補正の主な内容について説明をいたします。 

まず、１の編成方針でございますが、（１）から（３）記載の３つの経費を中心に編成いた

しました。１つ目は、歳入についてですが、施設見込利用者数の見直し伴うサービス収入の

補正。２つ目は、人事異動や人事院勧告に伴う人件費の補正。３つ目は、施設の維持管理に

必要で、緊急を要する修繕等の経費の補正でございます。 

次に、歳入歳出、款別に、補正の主な内容について説明をいたします。表の左側、歳入、

１款のサービス収入ですが、新型コロナウイルス感染症や職員不足による入所制限、空床日

数の増、また、年度末までの入所定員の減による調整などを踏まえ、施設見込利用者数を見

直したことによるものでございます。施設介護については、定員８７６人から８５６人へ 

２０人の減、及び利用率４．６ポイントの減に伴い２億１，９２６万円の減額。短期入所に

ついては、定員７４人から６４人へ１０人の減、及び利用率１．３ポイントの減に伴い 

８９１万円の減を見込み、サービス収入全体では２億２，８１７万円の減額となります。 

 ６款繰入金は、サービス収入の減等に伴い不足する財源の２億１，０２９万円を、財政調

整基金を取り崩して繰り入れるものとなります。 

７款繰越金は、令和４年度会計の決算剰余金１億４，９１５万６，７４８円を繰り越すに

当たり、当初に予算措置した１００万円を差し引いて増額するものでございます。 
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８款諸収入は、議案第２号で説明しました特定技能外国人が納める住宅賃貸料負担分３９

万円と、人件費増に伴う雇用保険料の跳ね返り分で１０万円を増額するものとなります。 

９款組合債ですが、地方公共団体金融機構からの融資を受けることができなかった 

１，１９０万円を減額するものとなります。これは対象とした施設整備のうち、一部の機械

器具が融資の対象から外れてしまったことによるもので、施設躯体に附属する天井埋め込み

型のエアコンは対象となったところですが、同時に整備したものとなりますが、壁掛けエア

コンは対象外となったことによるものです。なお、融資が受けられなかった分については、

他の金融機関から借り入れることなく、一般財源で賄うこととしたものでございます。 

１１款県支出金は、こちらの議案第２号で説明しました外国人介護人材住居借上支援事業

補助金として、１２万円を追加するものでございます。 

続いて表の右側、歳出、２款総務費ですが、１つ目の白丸、人件費につきましては、人事

配置による過不足分の調整と人事院勧告に伴う職員給与及び手当の改正分が主なもので、 

１，１９６万円の増額となります。なお、職員給与及び手当の改正については、管理市であ

る塩尻市の給料表が、国の改正に準じて改正されることを見込んでの補正となります。 

２つ目の白丸、一般事務費等の８，６１８万円の増額につきまして、主な項目について申

し上げます。被服費は、被服貸与規則を改正しまして、特定技能外国人に対し予防衣、エプ

ロン、仕事着、作業靴を貸与するための経費で、現在働いている２人に加え、年度内にあと

４人採用したいと考え、計６人分を見積もったものでございます。広告料は、職員募集を求

人サイト、新聞広告を通じ、追加で行うためのもの。手数料は、特定技能外国人材紹介手数

料の４名分の増額。委託料は、主には、介護業務委託料の増額で、職員不足に対して緊急的

に対応させていただく看護職員、介護職員の派遣料となりまして、７２０万円の増額。また、

令和７年度から始まる第六次基本計画の策定、主には来年度の作業になります組合のあり方

も含めての計画策定となるわけでございますが、これを効果的、効率的に行うため、支援業

務をコンサルタントに委託したいと考えております。なお、検討のための期間を十分確保す

るために、資料作成等は今年度中に着手する必要があるため、今年度分の委託費用として、

５５万円の増額などとなります。積立金は前年度決算剰余金の２分の１以上となります 

７，４５７万円を財政調整基金に積み立てるためのものでございます。 

続いて、３款民生費ですが、１つ目の白丸、人件費につきましては、人事配置による過不

足分の調整と人事院勧告による職員給料及び手当の改正分が主なもので、２，８１８万円の

増額。 

その下の白丸、需用費から備品購入費は、編成方針（３）にあります、緊急を要する費用
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を対象とした内容となっております。そのうち、需用費ではサービス収入における利用率、

利用定員の減に伴い、消耗品費、医薬材料費、賄材料費については減額となります。 

委託料は、宿直業務委託を１施設において、シルバー人材センターで受けていただけな 

かったため、組合臨時職員を採用したことにより、委託料につきましては減額とするもので

ございます。 

借上料は、寝具、マットの賃借料の価格改定に伴う増額などです。 

工事請負費は、高圧ケーブル更新工事に対応したものなどです。 

最後に、備品購入費は、公用車の更新などとなります。 

全体の説明は以上でございます。詳細につきまして、歳入は４３ページから４５ページで、

サービス収入の補正前後の利用率、収入見込みを４６、４７ページに掲載してございます。

それぞれ施設名の下に定員数及び定員数の変更について記載しております。歳出は４８ペー

ジから５２ページに施設ごとの主な内容について記載してございます。後ほど御確認をお願

いいたします。 

最後に、５３ページをお願いいたします。基金の状況ですが、財政調整基金につきまして

は、今回の補正で２億１，０２９万円の取崩しを行う予定でございます。また、先ほど説明

しました前年度繰越金の２分の１に相当する７，４５７万円を積み立てることとしており、

年度末の見込残高は１４億９，７１７万円となります。また、特定目的基金のうち、職員退

職手当基金につきましては、給与の３％を積立額としています。 

議案第４号の説明につきましては以上でございます。 

○議長（古畑秀夫君） 議案第４号について、質疑を行います。ありませんか。６番、上條

議員。 

○議員（上條一正君） ２点お願いします。歳入のほうですが、サービス収入の見積りの説

明に定員数という表現があるのですが、この定員数というのは何を称しているのかというの

が１点。 

それから、歳出のほうですが、外国人の採用についての説明がありましたが、合計６名に

なるという説明でしたが、特定技能として２名採用していることは承知していますが、４名

の追加の外国人の方は、特定技能で採用されるのかどうかという確認と、委託料の宿直業務

の減額で、シルバー人材センターが受けていただけなかったということですけれど、なぜ受

けられなかったのか。委託ではなく、やむなく直営でということなのでしょうが、この影響

というのは今後のことにもつながると思うので、その見解を含めてお願いします。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 
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◯事務局長（徳武勝君） 上條議員の御質問にお答えをいたします。初めに、定員数につき

ましては、県もしくは保険者に届出をしている数でございます。実際に今年度において、定

員数を減らしているところがございまして、その内容につきましては、先ほど施設別の明細

において、施設名のところに定員の変更を記載してございます。そのとおりに届出をしてお

ります。 

それから、特定技能外国人、あと４名ということでありますが、これは特定技能１号の在

留資格のある方を求めて、面接等をして、見込みができるかどうかというところでやってい

るところでございます。 

あと、シルバー人材センターの関係ですけれども、やはりシルバー人材センターの関係も

高齢化とかそういうことで、人材がなかなか地域によって、いないのではないかと思います。 

担当の課長からお答えいたします。 

○議長（古畑秀夫君） 三澤管理課長。 

◯管理課長（三澤美裕君） 管理課長の三澤と申します。よろしくお願いいたします。この

ケースは、南木曽町にございます木曽あすなろ荘なのですけれども、これまで木曽シルバー

人材センターが宿直業務のほうを請け負っていただいておりました。３名派遣いただいてお

りまして、また今年度もその３名に引き続きお願いしたいという旨は伝えておったところな

のですけれども、どうしても引き受け手が見つからない。体調不良、御高齢というようなこ

とが理由でお断りをいただきまして、それで直営といいますか臨時職員を雇用して、ただい

ま運営してまいっております。以上です。 

○議長（古畑秀夫君）６番、上條議員。 

◯議員（上條一正君） ありがとうございました。定数は分かりましたが、この後、議員協

議会で協議することに関係をするのですけれども、そもそもの定数は、当初予算のときには

決まっていた定数があって、その定数だというふうに我々は認識して、当施設の定員をそう

していたのを、年度内に県への届出の段階で人数を減らすという、この減らす根拠というの

はどこにあるのでしょうか。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 

◯事務局長（徳武勝君） 定員変更のうち、木曽あすなろ荘につきましては、昨年度のうち

に、定員変更することを決めてあった内容でございます。それと、四賀福寿荘につきまして

は、７月の臨時会で状況の説明をさせていただきました。職員が不足しておりまして、定員

だけの数の利用者を受け入れることができない状況を説明させていただいて、年度内に 

１００人に減らさせていただきますということで説明をした内容で届出をしてございます。 



－ 23 － 

 

◯議長（古畑秀夫君） よろしいですか。上條議員。 

◯議員（上條一正君） 臨時会の経過を今思い出しましたので、その数値は分かりましたが、

職員が、介護人材の関係で受け入れることがそこまでできないという、そういう理解でいま

すが、定員という当組合が介護計画において担うべき受入れ可能な数という部分を、私は定

数と認識をしていましたので、８期計画で定めてある当組合の収容数をもって定員という理

解を現実的に受け入れられないということで、定員数を減らすという届出をするということ

が、議会にはそういう話がありましたけれど、介護計画との関係でいくと、それはいかがか

なという、そういう感じでの認識と質問ですので、その点で御回答いただければと思います。 

◯議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 

◯事務局長（徳武勝君） ただいまの質問にお答えをさせていただきます。おっしゃいます

とおり、第８期の計画で計画した定員数をもってお引き受けできる、するべきであって、そ

の定員を変えるということは、組合の責任として大変申し訳ないと私も思っております。し

かしながら、現実に受け入れることができない状況が続きまして、これは勝手に下げるわけ

にはいかないものですから、保険者の御理解をいただいて、届出を許していただいて、届け

出たといった内容でございますので、御理解をお願いしたいと思います。 

◯議長（古畑秀夫君） ほかにございますか。１６番、伊藤寿子議員。 

◯議員（伊藤寿子君） １６番、伊藤です。今の上條議員の質問に少し関連しているのです

が、その定員数２０名減、そして、短期入所も定員数１０名減、この内訳は教えていただけ

ますか。 

◯議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 

◯事務局長（徳武勝君） 内訳というのは、施設ごとという意味でよろしいですか。議案関

係資料の４６ページからになりますが、４６ページは長期入所、４７ページは短期入所でご

ざいますけれども、それぞれ施設名の下に定員の記載がございます。定員が変更になるとこ

ろにつきましては、例えば四賀福寿荘が１１２人から９５人に変わっている、長期ですけれ

ども。短期については、８人から５人に変わっているといった、これが施設ごとの内訳にな

りますので、よろしくお願いいたします。 

◯議員（伊藤寿子） 分かりました。 

◯議長（古畑秀夫君） ほかにございますか。ありませんか。 

―――――ないので、質疑を終わります。討論を行います。ありませんか。 

―――――ないので、討論を終わります。採決をいたします。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古畑秀夫君） 御異議なしと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり可決さ

れました。 

―――――――――――――――――――――――― 

 

日程第６ 報告案件の説明 

 

○議長（古畑秀夫君） 日程第６ 報告案件に対する説明を求めることにいたします。 

報告第１号、管理者の専決処分事項の指定に係る報告について、事務局の説明を求めます。

徳武事務局長。 

◯事務局長（徳武勝君） それでは、よろしくお願いいたします。別冊の管理者の専決処分

事項の指定に係る報告書の１ページをお開きください。報告第１号、管理者の専決処分事項

の指定に係る報告について説明いたします。損害賠償の額の決定について、地方自治法の規

定に基づき専決処分を行いましたので、その内容について報告いたします。今回報告いたし

ますのは、一番下の白丸、介護事故に係る専決処分４件でございます。 

内容につきましては、２ページの報告第１号別記を御覧ください。４件は全て人身事故で

ございまして、今回、物損で報告するものはありません。また、全て職員の過失が認められ

るものとなります。事故の場所・発生日・専決日及び損害賠償額は、表の中ほどに記載のと

おりで、発生日順の一覧となっております。なお、今回の資料から、個人情報の保護に配慮

しまして、相手が個人の場合の氏名及び住所については、個人が特定されることのない表記

としております。損害賠償額については、いずれも本組合が加入しております介護保険・社

会福祉事業者総合保険の保険金が支払われたものでございます。事故の概要については、表

の右側に記載しております。 

表の左側の番号で、Ｎｏ．１から説明させていただきます。桔梗荘で発生した人身事故に

なります。概要ですが、利用者をトイレから居室へ誘導した際、介護職員がフットサポート

に足を乗せるため車椅子を停止させたところ、車椅子操作のスピードが速かったがため、車

椅子を止めた際、利用者を支えることができず、利用者が前方へ転落し、右眉毛上挫創を負

ったものです。通院３日分の見舞金として、１０，０００円をお支払いいたしました。 

 Ｎｏ．２は、桔梗荘で発生した人身事故になります。概要ですが、介護職員が利用者を臥

床前にトイレへ誘導し座らせた後、他の職員に利用者がトイレに座っていることを伝えず業

務から離れたため、利用者は約３０分トイレに座ったままとなり、一人で動き出したために
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転倒し、左眉上打撲と裂傷を負ったものでございます。通院３日分の見舞金として、 

１０，０００円をお支払いいたしました。 

 Ｎｏ．３は、四賀福寿荘で発生した人身事故になります。概要ですが、介護職員がシーツ

交換のため利用者を車椅子に乗車させ、シーツ交換終了後、ベッドへ臥床させるべきところ、

昼食が近かったため、車椅子に乗せたままにして職員が離れた間に、利用者は床頭台の引き

出しが開いていることが気になって動いてしまい、車椅子から転落して、右膝に擦過傷を負

ったものでございます。通院１日分の見舞金として、１０，０００円をお支払いいたしまし

た。 

 Ｎｏ．４は、なんてんの里で発生した人身事故になります。概要ですが、利用者に浣腸指

示が出ていたため職員が実施し、ポータブルトイレに座っていただきました。職員は利用者

が動かないだろう思い、その場を離れ、３分ほど経過してから戻ると、左側臥位で倒れてお

り、利用者が排便後動こうとした際、ポータブルトイレから転落し、頭部打撲を負ったもの

でございます。通院１日分の見舞金として、１０，０００円をお支払いいたしました。説明

は以上でございます。 

○議長（古畑秀夫君） 質疑を行います。ありませんか。３番、和久井悟議員。 

◯議員（和久井悟君） 和久井悟でございます。お願いします。７月のときにも、１０件く

らいでしたか、事故があったと思います。本当に職員の方は日々一生懸命働かれていると思

うのですけれども、私も本当に少しですが、介護に携わって、介護福祉士の資格を持ってい

るものですから、どうしても以前から気になっておりまして。事故の概要が、本当に大変失

礼ながら、ちょっと考えられないというか、施設で働く方の事故としては、レベルがいかが

なものかなという、気になる事故が大変多いなと感じております。 

これは、先ほどからいろいろな説明の中で、人員不足ということがありましたけれども、

そういうところに起因しているのか、人員が足りないとなってきたと同時に事故が増えてい

るのか、その辺の認識を伺いたいと思います。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 

◯事務局長（徳武勝君） 御質問にお答えいたします。事故の原因が人員不足のためではな

いかということでございましたけれども、特段、人員不足が原因で事故が起きたというよう

な確認はできておりません。たまたまというか、そういう手順で介護をしてしまったという

ことが何件か続いた結果でございます。 

○議長（古畑秀夫君） 和久井議員。 

◯議員（和久井悟君） ありがとうございます。自分も働いていたことがありますので、人
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員が足りていても、本当に想像を絶するような忙しさの中、あっち行ってこっち行ってと、

本当に１人で何人もの方の介護をしなければいけないというのは、状況は大変理解している

つもりですけれども、こういったことを、ぜひ１つの施設だけでなくて、全施設でいついつ、

ここで、こういうことがあったということを共有していただいて、それを防ぐためにはどう

したらいいのかというのを、全施設の職員の方が共有できるような配慮をお願いしたいと思

います。これは要望です。ありがとうございます。 

○議長（古畑秀夫君） ほかにございますか。ありませんか。 

―――――ないので、質疑を終わります。 

―――――５番、花村恵子議員。 

◯議員（花村恵子君） 申し訳ありません。花村恵子です。質疑の後に討論があるのかと 

思っておりまして、失礼いたしました。今の和久井議員と関連するのですけれども、私も介

護の仕事をしておりましたので、気になっているところを要望としてお伝えさせてください。

今回４件の報告ということで、介護のことを知らない方も多いと思うので、少し細かく触れ

させてください。 

 まず１件目ですが、車椅子操作のスピードが速く、止めた際に転落したということですが、

これは相当なスピードがないと転落はしないと思うので、ここが１件目で気になります。 

 ２件目、１人で座っていることを伝えずに業務から離れたということですけれども、トイ

レに長く座られる方は、高齢者でとても多いので、１５分とか１０分とか座られることが本

当にあります。そうしますと、職員がそこから動けないというのは本当に業務に差し障るの

で、そこから離れるということは実際に私も経験しました。ただし、ほかの職員に声をかけ

る、もしくは、転倒の可能性がある方のときには、注意をして、すぐに手が差し伸べられる

ような、その近くの部屋の掃除をするとか、そういうことはありますけれども、業務から離

れたというところが気になります。 

 ３件目ですが、これも車椅子に乗せたままにしてしまったということで、シーツ交換です

ので、すぐ目の前の車椅子に移られたと思うのです。今の説明で、昼食が近かったためとい

うことですが、そこにいらっしゃったまま、そのまま乗せてしまう、そのまま行ってしまう

というのが、どうしてそういうことが起きるのかというのを疑問に感じます。 

 ４件目ですが、職員は、利用者が動かないだろうと思いその場を離れたとあります。これ

も非常に思い込みで、高齢者は、繰り返しになりますが、本当に私たちが想像しないような

動きをされます。そして、すぐに倒れてしまったり、本当に筋力が弱っているので、こらえ

きれないというところがあるので、そこを、想像力を持って仕事に当たっていただきたいと
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思うのです。 

 そして、７月のことを和久井議員もおっしゃっていましたが、７月の１１件の報告の中に

も、やはり少し疑問なものがありました。ただ、介護現場で必ず事故は出てくると思ってお

ります。 

私の要望ですが、先ほど事務局長の中からも、１１月２８日に組合全体で研修会を行うと

いうことですので、介護職員が今本当に不足している中で、皆さんも大変な中でやっている

と思うのです。ぜひとも、こんなこと気をつけてくださいという強い感じではなくて、皆さ

ん本当によく頑張っているし、大変だと思います。少ない中で頑張っていると思いますけれ

ど、ちょっとこういうふうにしませんかとか、そこに気をつけていただいて、お伝えいただ

きたいと思います。介護職員の、命を預かる重い仕事をやっているということに、ぜひ皆さ

んも敬意を払っていただいて、職員を鼓舞する形で励ましながら、でも、やはり気をつけよ

うねというようなことを言っていただけたらいいなと思っております。要望としてお願いい

たします。 

○議長（古畑秀夫君） ほかにございますか。 

―――――以上で報告を受けたこととして処理をいたします。 

 以上をもって、本定例会の日程は全て終了いたしました。 

次に、管理者から挨拶したい旨の申出がありますので、これを許します。百瀬管理者。 

◯管理者（百瀬敬君） 閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。御審議によりまし

て、御提案申し上げました議案につきまして、原案どおりお認めをいただき、ありがとうご

ざいました。いただきました質問や要望につきましては、今後の組合運営にしっかりと反映

をしてまいります。 

 これから寒さが本格化してまいりますが、議員各位におかれましては、ますます御健勝で

御活躍されますよう御祈念申し上げます。本日は何かと御多様なところ、ありがとうござい

ました。 

○議長（古畑秀夫君） これをもちまして、１１月定例会を閉会といたします。御苦労さま

でございました。 

午後３時３分 閉会 

―――――――――――――――――――――――― 
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松塩筑木曽老人福祉施設組合 

令和５年１１月 議員全員協議会 

 

                               午後３時１５分 開会 

 

○議長（古畑秀夫君） ただいまから議員全員協議会を開催いたします。 

 それでは、お手元の会議次第に従いまして進めてまいります。 

 

１ 協議事項 （１）給与制度等検討委員会の委員の指名について 

 

○議長（古畑秀夫君） 協議事項の（１）給与制度等検討委員会の委員の指名についてを議

題とします。７月臨時会において指名しました給与制度等検討委員会の委員のうち、安曇野

市議会において改選がございましたので、委員１人が欠員となっております。補欠委員の選

任につきましては、松塩筑木曽老人福祉施設組合議会会議規則第６４条別表の規定により議

長が指名することとなっております。つきましては、給与制度等検討委員会の補欠委員に

２１番平林明さんを指名いたします。 

 お諮りいたします。平林明さんを給与制度等検討委員会の委員に選任することに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

―――――異議なしの声がありましたので、ただいま指名しましたとおり、給与制度等検討

委員会の委員として選任することにいたします。 

 

 （２）令和６年度～８年度実施計画の策定について 

 

○議長（古畑秀夫君） 協議事項の（２）令和６年度～８年度実施計画の策定についてを議

題とします。事務局の説明を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） よろしくお願いいたします。令和６年度～８年度実施計画につい

て説明をさせていただきます。議員全員協議会資料の２ページをお願いいたします。 

初めに、策定方針ですが、介護人材不足が深刻化し、組合の経営に大きな影響が出てい

ますが、今後も地域のセーフティネットとして、より質の高い介護サービスの提供ができる

よう、安定した組合経営を持続していく必要があります。このため令和５年度実施計画は、

職員の人材確保と定着化の推進の必要から、（１）人材確保のための採用活動の強化、（２）

介護人材の確保と定着のための特定技能外国人の受入れ体制の強化、（３）サービス向上と

職員負担軽減のための介護ロボット・入浴支援装置の導入の３点に重点をおき策定いたしま
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す。 

２、計画期間は令和６年度から令和８年度の３か年。 

３、計画期間の事業費は、各年度、表にお示ししたとおりで、３年間の合計は３億

６，８１６万円となります。 

 計画の主な内容ですが、以下４ページまで、第五次基本計画の基本方針に基づいた支援策

の体系及び区分ごとに、事業内容と３年間の事業費を記載してございます。これらを年度別

事業費一覧にしたものを５ページから６ページにお示ししてございますので、こちらの表で

説明をさせていただきます。なお、金額は万円単位で申し上げ、策定事業がない項目につい

ては省略とさせていただきます。 

 初めに、基本方針１の信頼されるサービスの提供では、ア、サービスの充実のうち、

（イ）重度化する介護ニーズへの対応について。電動低床ベッドの導入については、手動式

から電動低床ベッドへ更新するもので、転落防止等、安全性向上のため、計画的に配備する

ものでございます。車椅子の更新は、リクライニング式などの特殊車椅子を配備・更新する

もの。介護リフトの更新・導入は、居室の天井リフトの更新。また、居室の形状等によって

は移動式のリフトを導入するものなど、利用者の重度化に伴い、介護機器や送迎車両を整備

するもので、３か年の合計が２，４１３万円となります。 

 （ウ）施設における快適な生活環境の創出について。エアコンの更新及び設置は、居室の

老朽化したエアコンや冷房機能しかないものを更新するもの。厨房設備の更新は、老朽化し

た業務用冷蔵・冷凍庫等の厨房機器を更新するものなど、居室や厨房の環境を整備するもの

で、５，５３９万円。 

 イ、職員の資質向上のうち、（イ）職員の指導力及び人材育成や技術的なフォロー体制の

強化について。職場環境の充実については、ソフト事業として経験年数に応じたフォロー研

修を確立し、働きやすい職場づくりをするもの。公用車の更新は、エリアマネージャーが使

う車両や事務局用の車両を更新するもの。研修棟の整備は、人材育成の拠点として研修棟を

整備し活用を促進するものなど、主に人材育成のための体制強化に５１０万円。 

 エ、安全・衛生管理の充実のうち、（ア）防災対策の推進について。防災設備の改修は、

自動火災通報装置や非常放送設備を更新するもの。受電設備の更新は老朽化した変圧器や、

受電盤等を更新するもの。そのほか、地下タンクの整備、停電時の医療機器用の電源を確保

するものなどで、３，７０８万円。 

 （イ）効率的なリスクマネジメントの推進で、介護事故防止対策備品の購入は、コール

マットや転倒防止用手すりを配備するもので、３９万円。 

 （ウ）衛生管理・感染症対策の推進について。自動水栓・トイレの改修は、感染症対策と

して行うもの。そのほか、居室の網戸・サッシの改修や感染症対策備品の購入など、衛生的

な生活環境を整備するもので、１，１５６万円。 
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 基本方針の（２）将来の介護不安に応えられる組合経営では、ア、人材確保と定着化の推

進が、冒頭に申し上げました実施計画の重点施策となります。そのうち、（ア）介護ニーズ

の高度化・多様化に対応した人材の確保については、有料の企業説明会への参加や、福祉・

介護に特化した求人サイトの活用などにより、求職者の申込み窓口を増やします。また、

ホームページ、パンフレットに加え、インスタグラム等を活用した組合の広報ＰＲ戦略によ

り、広く組合の周知を図ることで人材の確保に努めているものでありまして、７５３万円。 

 （イ）就業支援の充実については、特定技能外国人の受入れ体制を強化し、来年度以降、

各年度６名ずつを受け入れ、人材確保と定着を図るもので、５，５４７万円。 

 （ウ）職員の負担軽減と配置の適正化に係る事業費について。介護業務支援システムの更

新は利用者の情報管理を行うもので、令和７年度が更新年度となるため、事業費が多くなっ

てございます。情報共有システム機器等の更新は、グループウェアなど、情報の共有によっ

て事務の負担軽減を図るもの。見守り機器の導入は、２施設において見守りシステムを導入

し、サービスの質の向上と職員の負担軽減を図ります。夜勤の職員体制を見直すとともに、

システムの導入により、夜間の排泄介助など、介護が必要な利用者に対し必要なときに訪室

することを可能とします。こちらは費用の４分の３相当について、県の介護ロボット導入支

援事業の補助金を活用する予定でおります。見守りという人が行っている業務をシステムが

人に代わって行うものですから、これは動くわけではありませんが、介護ロボットに区分さ

れるものでございます。入浴支援装置の導入は、既存の浴槽にマイクロバブル生成器を設置

し、ケアの質の向上と職員の負担軽減を図ります。９施設について、令和６年度に導入する

予定で、１施設については、特殊浴槽の更新のときにマイクロバブル生成機能がある浴槽を

選定する予定でございます。これら３か年合計で１億５，１１３万円となります。 

 基本方針の（３）大きく変化する地域社会への貢献では、イ、変化に対応した組合事業の

展開のうち、（イ）施設の老朽化対策と将来を見据えた施設のあり方についての研究につい

ては、照明ＬＥＤ化、浄化槽の改修・廃止、屋根の塗装・修繕など、施設の長寿命化を図る

もので、２，０３３万円となります。施設長寿命化計画の策定に係る調査は本年度に終了い

たします。現在見積中のため、実施計画に反映し改修工事を実施できるのは、令和６年度以

降の計画となります。現状の運営規模のまま改修工事を行うだけでなく、組合のあり方検討

と合わせて、将来の運営規模に見合う改修工事を計画するものとなります。 

 ７ページをお願いいたします。この実施計画を反映させ、今後の歳入、歳出を試算した財

政見通しとなります。試算に当たっての基本的な考え方は８ページから９ページに記載して

ございます。 

 主な内容について、抜粋して説明をいたします。表の上段、歳入について。サービス収入

は、７月の議員全員協議会に報告しました、第９期介護保険事業計画期間内の入所定員に利

用率を考慮して推計してございます。なお、介護報酬単価については、令和６年度に改定さ
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れる予定ですが、改定内容が不明のため、現行単価で算出してございます。 

次に、分担金及び負担金のうち、公債費負担金は、松本市から御負担いただいている岡

田の里分については、この令和５年度が最終年となっております。 

組合債については、先ほど御覧いただいた年度別事業費一覧の備考欄に、起債対応また

は一部起債対応と表示のある事業について計上しております。 

その他の収入には県支出金が含まれますが、介護ロボット導入支援事業など、採択が不

明なため、各種補助金については計上してございません。 

 表中段、歳出について、人件費は令和５年度の人事院勧告分を反映しております。物件費

は定員変更による効果を反映してございます。積立金については、職員退職手当基金積立金

を給料の５％に相当する額で計上しております。 

 表下段、年度末基金残高は、表記のとおりでございます。財政調整基金の残高は、赤字に

ならない運営をすることで、横ばいを見込んでございます。 

 １０ページ以降は参考資料となります。１０ページ、上段施設一覧につきましては、令和

５年４月１日現在で経過年数を載せてございます。下段の表は、施設定員の推移となってお

ります。１１ページ、上段に介護職員数の推移。下段の延利用者の推移は、各施設の上段が

長期入所、下段が短期入所の延利用者数及び利用率を示してあります。１２ページ上段は、

一般会計決算額等の推移。下段は、起債の元金償還額と残高の推移をお示ししてございます。 

令和６年度～８年度の実施計画の説明は以上でございます。 

○議長（古畑秀夫君） ただいま説明がありました。御質問はありますか。１５番、水澤ま

どか議員。 

○１５番（水澤まどか君） 上松町の水澤です。よろしくお願いします。ただいまの実施計

画の中の６ページ、（３）大きく変化する地域社会への貢献というところで、イの（イ）施

設の老朽化対策と将来を見据えた施設のあり方についての研究というところで、屋根の塗

装・修繕というのがあります。こちらについては、どの施設を行うか分かりますでしょうか。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） 四賀福寿荘でございます。 

○１５番（水澤まどか君） 四賀福寿荘ということで、このほかにも結構老朽化の進んでい

る施設、修繕の必要な施設があるとは思いますけれども、この計画の中ではこの１点だけと

いうことでよろしいでしょうか。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） 担当の係長から説明いたします。 

○議長（古畑秀夫君） 中野企画財政係長。 

○企画財政係長（中野雅年君） 総務課企画財政係長の中野と申します。実施計画の策定上、

今年度、局長から説明があったとおり、インフラ長寿命化計画の第２回目が行われておりま
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す。この計画の補修の見積りを見て、来年度、実際の長寿命化計画を策定する予定でおりま

すので、こちらのインフラ長寿命化計画のほうで予算見積りを行っている修繕費用につきま

しては、こちらの実施計画のほうには計上していない状況でございますので、令和６年度に、

その計画をお示ししたいと思っておりますのでお願いいたします。 

○１５番（水澤まどか君） 理解できました。ありがとうございます。 

○議長（古畑秀夫君） ほかにはございますでしょうか。４番、大久保美由紀議員。 

○４番（大久保美由紀君） 松本の大久保美由紀です。よろしくお願いします。人材確保が

とても大事だということは、先ほどの収入の関係からも大変よく分かったのですけれども、

今年度の決算のところで６００万円ぐらい最高で使って、人材を呼びかけても、結局ゼロで、

外国からの人材確保をしているという中で、また今回も同じぐらい、ここに活用されるとい

うのは、効果はあると見込まれているのでしょうか。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） 御心配ありがとうございます。求人サイトは様々ございまして、

効果があまりないところについては、違う求人サイトを今回から使ってみようかと考えてご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

○４番（大久保美由紀君） 承知いたしました。 

○議長（古畑秀夫君） ほかにございますか。１番、宗田まゆ美さん。 

○１番（宗田まゆ美君） １番、松本市の宗田まゆ美でございます。２点お伺いいたします。

１つは、今の人材確保と定着化の推進のところなのですが、なかなか広域だけではなくて、

本当にどこの施設も介護人材不足ということは切実かと思うのですが、御説明でいきますと、

主にはサイトの部分ですとかというお話がございましたが、例えば県の奨学金制度とかもご

ざいますが、新たに、例えば奨学金制度をこの組合で何か考えていくとか、そういった構想

はおありなのかということ。 

それから、私もこの間、市のほうの議会のところでは、高校生を少し調べまして、要す

るに介護の仕事をすることが魅力ある仕事なのかといった点で、そういうところで仕事をさ

れる職員は、本当に優しい気持ちを持ちながら尊い仕事をされているわけなのですが、そも

そも高校などでは、先生が、この介護という仕事そのものを勧めないと。それは実際、養成

校の教諭の先生方からもお話を伺っている実態でございます。そういった中で、ただ、高校

の生徒の中にはそういうことを目指している方たちもいらっしゃるということを含めて、そ

ういった部分の、いわゆる中学、高校、そういったところの人たちへの対応ですとか、そう

いったことを何かお考えの部分があるのかどうかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） 御心配ありがとうございます。初めに、奨学金についてお答えす

ればよろしいかと思いますけれど、組合独自で奨学金をつくるというのは、今のところ考え
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てございませんけれども、何らかの形で、そういった必要な方の助けになるようなものがあ

ればいいということで、いずれは検討していかなればいけないかとは思ってございます。コ

ロナによって、なかなか、今まで行っていた地域とのふれあいとか、地域の方を呼んで施設

でというようなことが受けきれなくなってしまって、職員もそういったところから離れてし

まってということで、やりようとしては、高校生も含め、もっと小さなお子さんや親御さん

も集めて、福祉というものを知っていただくようなことができればいいかと思いますし、恐

らく、以前にはそういったことをしていたのではないかと思っております。コロナのほうが

収まって、そういったところにも力を注いでいくことができればいいとは思ってございます。 

○議長（古畑秀夫君） 宗田議員。 

○１番（宗田まゆ美君） 御説明ありがとうございます。コロナ、安心はできないのですが、

いろいろなことができるようになりましたので、こちらから出ていくということも大いにさ

れていけばいいと思いますし、この間のいい介護の日ですか、そういった企画、松本市でも

事業所の中にいるだけではなくて、外へ出ていくとか、社協の方たち、市もそうですけれど

も、いろいろ工夫をしながらいろいろな取組ができているかと思いますので、また御検討い

ただけたらと思います。 

○議長（古畑秀夫君） 要望でよろしいですか。 

○１番（宗田まゆ美君） はい。 

○議長（古畑秀夫君） ほかにございますか。 

―――――ないようですので、説明を受け、了承したこととして処理いたします。 

 

２ 報告事項 組合のあり方に関する指針について 

 

○議長（古畑秀夫君） 報告事項、組合のあり方に関する指針について報告を求めることに

いたします。事務局の説明を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） それでは、よろしくお願いいたします。報告事項の組合のあり方

に関する指針について御説明させていただきます。別冊で配付してございますＡ３横カラー

の２枚ものの資料となります。なお、大変申し訳ございませんが、一部訂正がございまして、

本日お配りしております資料に差し替えをお願いいたします。 

初めに、資料の説明の前に、本指針をお示しする経緯等について御説明申し上げます。

本組合は、昭和４４年設立以来、５０年余にわたり、地域住民の安心感や利用者の福祉に

とってなくてはならない存在として求められ、それに応え続けられることが、組合に関わる

皆さんの共通の望みであることを誇りとして運営に携わっております。しかし、今、本組合

が抱える大きな課題として、利用者が減少する地域が生じていること、職員や医師の確保が

困難になっていること、職員の高齢化が進んでいること、年々進む施設の老朽化への対応な
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どがございます。 

これらの課題に対処すべく、昨年７月に臨時の組合理事者会を開催いたしました。この

ままでは近い将来、全ての施設で運営ができなくなるリスクがあるということを確認した上

で、理事者会において、職員を集約し、限られた人材を効果的に配置していくことで、持続

可能なサービス提供体制への転換を図っていくという方針案が示されました。施設を再編す

ることで、持続可能な体制を構築していくというものでございます。その方針案が示された

ことを、昨年１１月の議員全員協議会に報告し、その後、本年２月の議員全員協議会では、

利用者が減少していく状況や高齢化により職員が減少していく状況、また、老朽化が進む施

設の状況などについて分析した、あり方に関する指針の考察を報告するとともに、あり方に

関する指針は、この１１月の議員全員協議会にお示しするお約束をしております。また、あ

り方に関する指針の考察の入所定員案に基づいて検討しました第９期介護保険事業計画期間

の入所定員案を７月の理事者会で決定し、７月の議員全員協議会に報告してございます。 

本日お示しする、あり方に関する指針は、施設の再編を具体的にどうするかを示したも

のではなく、第六次基本計画を策定するに併せ、組合のあり方を検討して、第六次基本計画

の中に施設の再編等を組み込むため、基本計画策定の観点と方向性を示すものとしています。

なお、本指針は、去る１０月２４日に開催しました組合の理事者会において決定されたもの

でございます。 

それでは、資料の説明に入らせていただきます。初めに、指針の名称でございますが、

本年２月にお示しした指針の考察においては、組合施設のあり方としていたところですが、

内部の検討において、組合の運営についても検討の必要があっての指針であるのに、組合の

建物のあり方というイメージになってしまうとの意見がありましたので、組合のあり方と名

称を変えさせていただいております。 

それでは、１ページ左側、１の指針の趣旨から順に説明させていただきます。１つ目の

段落では、特養１０施設を組合経営理念に基づいて運営していることを、２つ目の段落では、

近年、厳しい財政状況が続いており経営改善を図っている最中であること、３つ目の段落で

は、組合の財政運営において、通常の運営経費は介護報酬を財源として自立的に経営してい

くことを既に理事者会で方向づけしたということを説明してございます。４つ目の段落では、

現在、組合は著しい職員不足、老朽化した施設の維持管理といった課題と併せて、地域に

よって組合施設の利用状況が変わってきていることが、これから介護需要が縮小していく将

来に向けての根源的な課題となっていると説明しております。最後の段落では、本指針が組

合の第六次基本計画策定の観点とその方向性を示すためのものであると締めくくり、次の指

針の位置づけの説明につなげております。なお、２枚目の資料編で状況等を説明している

キーワードにつきましては、注釈をつけてございます。 

次に、２の指針の位置づけですが、まず、（１）の組合のあり方に関する指針では、本指
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針が第六次基本計画を策定する際の組合運営や施設のあり方を考える上での基本的な指針で

あるとしております。 

次に、（２）の第六次基本計画については、組合経営理念の実現に向けた中長期的な基本

構想だとしております。現在の第五次基本計画も基本構想という点で変わりはないのですが、

第五次基本計画は平成２７年度からの１０年間とし、前期５年間、後期５年間で区切り、策

定から５年後に見直しを図るものとしておりましたが、人材不足やサービスの需要といった

状況が目まぐるしく変化する中で、これからの計画は、１０年間にしても５年間にしても計

画期間としては長いのではないかと御指摘をいただきました。そこで、基本計画と言ってい

るのは中長期的な組合経営の基本構想であるとし、３年ごとの中期計画によって、状況変化

に合わせたより具体的な計画を立てるものとしております。中期計画を３年としたのは、介

護保険事業計画の３年に合わせたものでございます。図を御覧いただきますと、現在、第五

次基本計画の末が介護保険事業計画期間の末と合っておりません。そこで、第六次基本計画

期間を８年間とし、その第１期中期計画期間を調整のため５年間とします。続く第２期中期

計画期間を３年間とすることで、第七次基本計画以降では、基本計画期間を９年間とし、そ

の中を３年ごとの中期計画で区切ることによって、介護保険事業計画と同期するということ

になります。これによりまして、基本計画の中期計画は、介護保険事業計画期間の組合運営

について計画するものとなりますので、施設定員数の変更などは中期計画において検討して

いくといった流れを確立いたします。 

続いて、３の現状と課題ですが、こちらは、２月の議員全員協議会でお示しした指針の

考察や、７月に示した入所定員の変更を決定する際に浮き彫りとなった課題をまとめたもの

でございます。（１）では、高齢者人口が増え続けてきたこれまでと違い、組合管内におい

て、高齢者人口の増加地域と減少地域が生じたことから、各地域の施設介護サービスの需要

との整合を図って提供を見直す必要があること。（２）では、介護人材不足は、ますます深

刻化するであろうことと併せて、組合職員の年齢構成などから、さらなる職員不足が予想さ

れ、施設運営が困難になることが危惧されるということ。（３）では、組合施設の多くで老

朽化による改修工事等が必要となり、今までどおりに使い続けるのだとすれば、施設の長寿

命化に多額の費用がかかるが、将来の施設利用者の推移や職員体制の動向によって、どのよ

うに費用をかけるか、施設の再編も加味して効果的な長寿命化対策を実施する必要があるこ

とを述べてございます。なお、各課題の現状については、それぞれ資料編にお示ししており

ます。 

続いて、４の検討体制とその進め方でございますが、第六次基本計画の策定に当たり、

地域への影響が大きい内容については専門的な視点からの御意見をいただきたいということ

で、新たな検討体制として、組合のあり方検討有識者会議から提言をいただくこととしまし

た。会議の構成メンバーですが、区分の識者には、大学の先生２名を想定しております。そ
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の下の市町村、こちらは介護保険の保険者の立場になりますが、本組合の参事に入っていた

だくこと。その下の医師会については、本組合の範囲にあります３つの医師会から御推薦い

ただいた医師に入っていただくこと。またその下、関係団体については、介護に関する専門

職の団体、介護施設の経営に関する協議会、社会福祉協議会からそれぞれ推薦をいただいた

方に入っていただくこと。一番下の民生児童委員については、地域住民やこれから施設に入

所する方やその御家族の立場に立った意見がいただけたらと考え、本組合の優先入所判定委

員会の第三者委員であります２名に入っていただくことを想定しております。なお、第六次

基本計画の策定に当たっては、この有識者会議の事前準備段階からコンサルタントの支援を

受け、効果的、効率的に取りまとめを行いたいと考えております。 

裏面をお願いいたします。５の指針の内容については、第六次基本計画期間で解決すべ

き課題を３つの現状と課題に掲げた課題を含めまして項目立てをし、第六次基本計画の目標

と方針となるように展開したもので、これを基本に計画を策定することとなります。内容に

ついて、主なものを説明いたします。 

項目（１）の職員の雇用確保について。目標の介護人材の不足に対応した雇用の促進に

対する方針①に関しては、職員採用のために県内外の養成校を訪問して、求人や情報交換を

行ってまいりましたが、そもそも学生が集まらない、卒業しても就職先として介護現場を選

ばないといった実態を聞いてくるばかりでした。しかしながら、貴重にも養成されてくる介

護人材が本組合を就職先として選ぶ魅力的な現場となるよう、就労形態や待遇改善を研究す

るものでございます。公務員職場であって、給与や服務上の処遇については、民間に比べた

ら比較的優位だと思っております。処遇の見せ方など、どうすれば魅力的に思ってもらえる

かを研究し、④にあるブランディング戦略によって、雇用の促進を図ってまいります。目標

の離職の防止対策の強化ですが、新たな職員採用がままならないわけですから、現在働いて

いる職員の離職を防ぐための対策になります。 

次に、項目（２）と（３）については、表面の現状と課題の施設の長寿命化の課題を受

けての方針となります。②では、施設の再編について検討することや、③では、四賀福寿荘

と木曽あすなろ荘の第１０期介護保険事業計画期間以降のあり方について具体化するとしま

した。具体的な施設名を挙げることに否定的な御意見もありましたが、最も古い施設にどの

ように投資していくか、その是非などを様々な動向を分析して決めていく必要があり、これ

から老朽化が深刻となる施設が次々と出てきますので、この２施設に着目していくことは避

けては通れない課題であります。有識者会議の提言を必要とする課題だと考えております。 

次に、項目（４）については、施設サービスのＩＣＴ化などを積極的に研究・活用して、

職員の業務負担を軽減しながら、時代に合ったサービスの提供を行ってまいります。 

項目（５）については、不断の業務改善により、歳入の確保、効率的な経費の執行を行

います。その上で、③にありますとおり、施設改修などに要する多額の投資的財源について、
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構成市町村と協議をさせていただきたいと考えております。 

項目（６）の嘱託医師の確保については、有識者会議にもお諮りし、御助言をいただき

たいと考えております。 

最後に、６の第六次基本計画策定のスケジュールについてですが、左側、令和５年度の

予定では、１２月に有識者会議の事前準備としてコンサルタントの入札を行い、年明けから、

早速、資料の作成等に着手してもらいます。１月には、有識者会議のメンバーの選任を理事

者会で決定いたします。右側、令和６年度の予定では、有識者会議の開催は、４月、６月、

８月の計３回を予定しています。そのほか、担当課長会議や議会の予定を載せてございます。

本編の説明は以上でございます。 

続いて、もう１枚の資料編について、簡単に説明させていただきます。１ページ目の資

料Ｎｏ．１は、施設の長寿命化という課題について、施設の建設年や利用定員数等の基本情

報をお示ししたものでございます。 

資料Ｎｏ．２は、深刻化する職員不足という課題について、組合施設の直接処遇職員の

年齢構成を示したもので、月給制職員と記載しております、これは、常勤の職員の不足を臨

時職員によって補っているというのが本組合施設の現状でありますが、その臨時職員の高齢

化が進んでしまっていることから、今後、さらなる職員不足を予想しているものでございま

す。 

資料Ｎｏ．３は、組合管内の介護施設の定員数について集計したもので、地域の介護施

設における組合施設が占める割合を示し、組合施設の定員変更の影響の度合いを確認してお

ります。松本平の特養としては組合施設が３０％を占めておりますが、多様な施設サービス

があるため、介護施設全体に対しての組合施設の割合は８％であり、影響度としては低いと

言えます。筑北３村については、特養が本組合のサンライフおみしかないため、特養として

は１００％、他の施設サービスも少ないため、介護施設全体に対しても６５％と高い影響度

となっております。木曽郡においては、特養としては本組合の占める割合が７１％と高く、

他の施設サービスも少ないため、介護施設全体に対しても４６％と、比較的高い影響度と

なっています。下のグラフに、介護施設が整備されてきた状況をお示ししてございます。 

裏面をお願いいたします。資料Ｎｏ．４のうちの（１）は、組合管内の地域間の変化に

ついて確認したものでございます。アは松本平について、イは木曽郡について高齢者の人口

推計を行ったものです。筑北３村については、生活圏が同じということで松本平に集計して

おります。御覧いただきますと、特養入所者の多くを占めている８５歳以上の人口でござい

ますが、松本平では２０４０年頃がピークになると見込まれ、木曽郡については、５年早い

２０３５年頃がピークと見込んでおります。 

また、下の（２）は、組合管内の特養利用者の予測人数を示したものでございます。下

のグラフを御覧いただきますと、松本平では２０４０年頃をピークに利用者が減ると見込ま
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れ、木曽郡では早くも２０２５年頃にはピークを迎え、利用者が減ると見込んでおります。 

資料Ｎｏ．５は参考としてお示ししたもので、経営指針２０２５については令和６年度

までの経営改善の計画でございますが、これまでの成果を記載しております。また、下の表、

第五次基本計画も令和６年度までの計画でありますが、これまでの成果を記載しております。

組合のあり方に関する指針の説明は以上でございます。 

○議長（古畑秀夫君） 質疑を行います。ありませんか。１６番、伊藤寿子議員。 

○１６番（伊藤寿子君） １６番、伊藤です。先ほど説明の中でありましたが、やはり四賀

福寿荘と木曽あすなろ荘の個別の名前が出ております。７月の臨時議会のときに第９期介護

保険計画が示され、木曽あすなろ荘は４５名ということになりまして、なんてんの里も

１０名減、サニーヒルきそについては１５名減ということで、第９期の計画が示されました。

これで当分の間はいけるのかと思っておりましたけれども、早速ここへ来て、また四賀福寿

荘と木曽あすなろ荘の名前が出てきております。 

介護人材だとか、高齢者が減少するということをしきりに言われますけれども、このプ

リントの中で最後ページのところに、木曽の高齢者の人口推計が出ておりまして、８５歳以

上が２０３５年にピークを迎えます。そして、その下、組合管内の全体の特別養護老人ホー

ム利用者の予定人数ということで、２０２５年に２４４名という人数が出ています。けれど

も、この２４４名から、その下を御覧になっても分かるとおり、それほど減っていかないわ

けです。高齢者人口が減ると言われますが、木曽でも２０３５年までは高齢者は多いのです。

それで、木曽あすなろ荘を利用する人たちも多い。木曽あすなろ荘については、特別養護老

人ホームということで、本当に低所得者だったり国民年金者の、私は最後のとりでだという

ことを、ここでも何回も言わせていただきましたが、こういう大事な施設がなくなる、また

は集約されるということは、南木曽町にとりましては本当に大打撃です。松本や塩尻とは違

いまして、木曽では本当に施設は少ないのです。それで、民間施設に入られる人は、厚生年

金をいただく方だったり、蓄えのある方々。だけれども、本当に特養に入りたい方々、入ら

れる方々は低所得者だったり国民年金者だったりということです。 

今、南木曽町は、私は妻籠宿に住んでおりますが、インバウンドで非常に多くの外国人

観光客だったり、日本人観光客の高齢の方だったり、中高年の方だったりが非常に多く、も

うさばき切れないぐらいの観光客の方々が来ています。その妻籠宿で、小売店、お土産屋さ

んだったり、飲食店をやっておられる方はみんな自営業で、老後、今、本当に妻籠宿は高齢

化しておりまして、これからどうしようと。木曽あすなろ荘がなくなってしまったら私たち

どこに行けばいいのというような話をよく聞かれます。私もそうですけれども、高齢者の安

心、入るところがあるという、そういう安心感、それこそがセーフティネットである、この

組合としての役割ではないかと私は思うのです。 

いつも、こうやって名前が出てくる。そのことについて、本当に憤りを覚えます。木曽
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あすなろ荘は、そんなに経営状況が悪いのでしょうか。私はそうではないということを聞い

ています。職員も、南木曽町だけではなく、大桑、上松のほうからも来ておられるけれども、

中津川市から来ておられるのです。これは県境としての強みだと思います。県境だから、長

野県の端っこで、長野県としては、南木曽町は端っこですけれども、私たちは西の玄関口だ

と思って一生懸命頑張っております。また、塩尻市とも日本遺産として木曽谷、そして中津

川市まで連携しております。そういった連携の中で、塩尻市が中心となったこの組合が、南

木曽町に木曽あすなろ荘を置いてくれているということが、どれだけ私たちはありがたいか。

この安心感、そういうことをもう一度、お考えいただきたいと思っているわけです。これか

らどうなるかということについては、私もまだ分かりませんし、組合としてもこれからのこ

とだと思いますが、そういったことを、本当に地元の人間の気持ちを酌んでいただいて、

セーフティネットであるこの組合としての役割をどうか果たしていただきたいと思っている

のでありますが、何かお言葉がありましたらどうぞ。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。百瀬管理者。 

○管理者（百瀬敬君） 今、大変貴重なお話をいただいたと思っております。お気持ちは十

分、私どもも理解をして、今回、お話をさせていただいております。その点だけはしっかり

と御理解をいただきたいと思います。木曽あすなろ荘につきまして、これは定員の、また令

和８年末４５名と減るような、そういう傾向をお示ししておりますけれども、決してなくな

るわけではないというところを、一つ、御理解いただきたいと思います。また、今後の木曽

郡の人口動態の状況を見た推計の中で、今後のこういった展開をお示ししておりますが、人

口動態は、今お話がありました、観光で活気を呈していると、割と変わるのも早いことでご

ざいます。ですので、南木曽町が、今後、周辺の市町村、そういったところで、どう人口が、

高齢者の人数がどう変わっていくか、そういうところをきちんと見据えながら、南木曽の御

心情は私も十分理解をしておりますので、そういった心を持って進めていきたいと思ってお

ります。以上でございます。 

○議長（古畑秀夫君） 伊藤議員。 

○１６番（伊藤寿子君） 今のお言葉、大変うれしく受け止めましたけれども、私たち、心

からそう思っておりますので、どうか、これからの検討ということですけれども、しっかり

と検討していただいて、また、南木曽町、木曽の施設とも相談をしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（古畑秀夫君） 要望でよろしいですか。 

○１６番（伊藤寿子君） はい。 

○議長（古畑秀夫君） ほかにございますか。１７番、下島議員。 

○１７番（下島里美君） １７番、木曽町の下島でございます。これからの計画ですとか、

あり方の指針について丁寧な御説明ありがとうございました。それで、今回、郡内の施設の
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所長からの声をお届けしたいと思います。今日、こうやって計画をお示ししていただいたの

で、具体化は来年度からということで、これから具体的に進められていくと思うのですが、

ある所長からのお話を伺いますと、定員の削減計画ですとか、あと介護ロボットなどの操作

機器ですとか、浴槽の更新ですとか、そういう話は届いてくるのだけれども、具体的な方向

が各施設に示されていないので不安であるという声があるのです。なので、事務局で進めて

いる計画を、中間的にでも各施設にまめにお知らせしていくことが大事ではないかと思うの

ですが、その辺の認識はいかがでしょうか。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） 組合の経営に関することについては、組合の経営会議というもの

を月に３回設けて、情報交換や課題を見つけて解決しているというところでございます。そ

の中で挙がってくる中にも、施設との情報がしっかりと通っていな部分も、見えてくる部分

ありますので、今後もしっかりと対応していきたいと思います。 

○議長（古畑秀夫君） 下島議員。 

○１７番（下島里美君） また要望にはなってしまうのですけれども、私たち議員も、どの

施設から修繕が始まって、どうやって介護ロボットなどを導入していくのか、また、定数削

減の具体化のスケジュール、こういうものは気になりますけれども、一番待っていらっしゃ

るのは現場の所長を初め職員の方々ですので、ぜひ、まめにお知らせをお願いいたします。 

○議長（古畑秀夫君） 要望でよろしいでしょうか。 

○１７番（下島里美君） はい、お願いします。 

○議長（古畑秀夫君） ほかにございますか。６番、上條議員。 

○６番（上條一正君） ありがとうございます。今、木曽の２人の議員の御発言は、これま

での議会で既にお伺いしている切実な声だと思っておりまして、松本にいる人間には分から

ない部分というように受け止めさせていただいています。７月の臨時会のときに、管理者に

施設の存続に関わるようなことにもつながる見解を求めて、御見解をお伺いして、力強いお

言葉だというように受け止めているのですが、その中で、今回、このあり方の指針が提示を

されたということで、要望をさせていただきます。 

四賀福寿荘と木曽あすなろ荘の件は承知をしていますので、当然、御検討の施設になる

だろうと思っていますが、検討委員会を、今回、設けてやる。その委員会の議論において、

１点。今までこの組合が自立的運営を基本とするということで進めているということですけ

れど、セーフティネットをどう守っていくかという、そういう視点に立てば、構成団体が何

らかの負担も必要ではあるのではないかというような、負担のあり方を含めた議論を、ぜひ、

あり方検討会の中ですべきだと私は思っていますので、そういうことを望んで要望とさせて

いただきます。以上です。 

○議長（古畑秀夫君） 要望でよろしいですか。ほかにございますでしょうか。１５番、水
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澤議員。 

○１５番（水澤まどか君） １５番、水澤です。今回、組合のあり方に関する指針を検討す

るに当たり、様々な資料を御提示いただきありがとうございました。この中で、資料の４番、

現状と課題というところで、人口の推移と特別養護老人ホーム利用者の予測の人数というこ

とで挙げていただいています。私のほうでは、もう１点、別の視点から検討をお願いできれ

ばと思って、示させていただきたいと思います。厚生労働省の地方包括ケア見える化システ

ムのほうの資料を見たところ、これは木曽のデータではありますけれども、木曽のサービス

の要介護認定者のサービス利用者の割合は９４．１％となっております。全国や県との比較

をしてみますと、サービス利用率全体では、木曽郡では全国より１７．６％、県より９％高

くなっております。サービス系統別で見ますと、施設サービスの利用率は２５．３％となっ

ておりますが、これが全国より１０．４％、県よりは６％高くなっているという状況があり

まして、特に全国や県と比較して高くなっている状況があります。これにつきましては、木

曽郡においては、高齢者の人口が減ったりだとか、あと、施設の利用の待機者が減ったりと

いう中であっても、施設サービスの必要性の高さは変わらない、もしくは上昇する可能性も

あるのではないかと、私のほうでは思っています。それは、私自身が介護支援専門員として、

在宅の利用者の生活を見ている中で、地域の抱えた家族構成の問題だとか、地域の産業の問

題だとか、いろいろなことが影響していることだと思っておりますので、そういった視点も

含めまして、今後の研究を深めていっていただき、先ほどからお話のあるセーフティネット

としての機能をしっかり守って、住民の方の安全のために組合の運営ができることを祈って

おりますので、その点をどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（古畑秀夫君） 要望でよろしいでしょうか。 

○１５番（水澤まどか君） 要望でお願いいたします。 

○議長（古畑秀夫君） ほかにはございますでしょうか。５番、花村議員。 

○５番（花村恵子君） 花村です。今の水澤議員にも大変共感しまして、似たような意見な

のですけれども、組合のあり方に関する指針、六次計画、これまでの予算等、全て含めて、

人数が減るとか、何かマイナスの話ばかりがずっと続いていて、現状は確かにつらいのは間

違いないですけれども、その中で、今回、検討されるということなので、今、水澤議員のお

話にもあったように、必ずこの広域で１０施設がある意味合いと強み、魅力があるはずなの

で、そこを一度見直していただいて、こういう良さがあるのですということを盛り込んでい

ただきたいと思います。セーフティネットという必要性だけではなくて、恐らく、そこに存

在している意義、そして良さというのが必ずあると思いますので、そこをぜひ加えていただ

けたらと思います。要望でございます。以上です。 

○議長（古畑秀夫君） 要望といたします。ほかにございますか。２０番、戸前議員。 

○２０番（戸前寿乃君） ２０番、大桑村の戸前です。質問が１点なのですけれども、資料
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Ｎｏ．２の現在の職員の方、年齢別に分けていただいているのですが、こちらは男女ともに

載せてくださっていると思うのですけれど、全体的な職員というのは、比率で言うと、やは

り女性のほうが多いのでしょうか。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁をお願いします。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） 比率的には女性のほうが多いです。 

○議長（古畑秀夫君） 戸前議員。 

○２０番（戸前寿乃君） ありがとうございます。女性のほうが多いということなので、そ

こから、さらに質問なのですけれども、年齢の分布で見ますと、やはり一番多いのが４０代

から６０代、６０代以降ということで、高齢の方が多いかと思います。人材の不足というと

ころで、こういった方たちに残っていただくというのも、やはり意識される部分が多いと思

います。その中で気になるのは、この年齢層の職員の方というのは、職員の方自体も御自分

の家庭で介護をされていたりですとか、あとは年齢的に若い４０代ですとか、あとは２０代

前半の職員となると、子育て世代の中心の年齢になってくるので、そういったワーク・ライ

フ・バランスとしての家庭と仕事の両立というところが、計画の中で見ても、働きやすく魅

力的な職場環境をということでウェルビーイングという言葉が出ているのですが、あまりそ

ういったところが具体的に反映されていないのかというふうに感じました。そういった働く

方の魅力となるように、そういった子育てへの産休育休、あとは御自身の介護の介護休です

とか、そういった部分を整備することで、ほかの組合との差別化というのができるのではな

いかと思うのですが、そういったことは、御検討などはされていますでしょうか。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） 制度的には産休育休等ございまして、また、男性の育休について

も制度としても整備されております。実際にそれがしやすいかどうかということは、図りか

ねる部分もあるのですけれども、そういった部分、そのほかにも体力的に厳しい方であって

も働くことができるようにとか、いろいろなことを研究して、職員の離職の防止だとか、人

材の確保についてはしっかり検討したいと思っております。 

○議長（古畑秀夫君） 戸前議員。 

○２０番（戸前寿乃君） ありがとうございます。ぜひ、実際にある制度が使えるか使えな

いかというのは、すごく魅力として大きく打ち出せるものではないかと思いますし、働いて

いる方が働き続けられるためには、そういったところのバランスというのを、研究、改善さ

せていただくことがよろしいかと思います。組合ということで、ほかの施設からの人員の調

整ですとか、組合だからこそできる助け合いみたいなものも、ぜひ今後、検討していただけ

ればと思います。以上です。 

○議長（古畑秀夫君） 要望でよろしいでしょうか。 

○２０番（戸前寿乃君） はい、要望です。 
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○議長（古畑秀夫君） ほかにございますでしょうか。１番、宗田議員。 

○１番（宗田まゆ美君） １番、宗田まゆ美です。お願いいたします。５番の指針の内容の

文言のところなのですが、少し気になる言葉がございます。（４）の施設サービスの変革へ

の対応ということで、目標のところに、施設サービスのＩＣＴ化及び介護サービスの生産性

の向上という表現が使われておりまして、先ほど御説明いただいたときには、介護サービス

の提供の向上という表現を使っていただいたかと思うのですが、生産性という言葉が、いわ

ゆるＩＣＴ化とか介護ロボットといったところでは、そういう表現になるかと思うのです。

これは私が非常に気になるのですが、非常に機械的な無機質な感じがしまして、いわゆる組

合の経営理念のところ、最初の１ページ、そこで表現されている中身のところの表現とかけ

離れるというか、そういう思いをとてもしております。多分、国で示されているところの文

言に入っていることなのかと思うのですが、要望ではございますが、御見解を教えていただ

けたらと思います。 

○議長（古畑秀夫君） 答弁を求めます。徳武事務局長。 

○事務局長（徳武勝君） この文言については、厚労省の文言をそのまま示してございます。 

○議長（古畑秀夫君） よろしいですか。宗田議員。 

○１番（宗田まゆ美君） 希望としましては、生産性という表現は、これは希望というか感

じているところとしましては、表現を変えていただけたらと思っております。要望でござい

ます。 

○議長（古畑秀夫君） 要望といたします。ほかにございますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

―――――それでは、以上により報告を受けたこととして処理をいたします。 

 

３ その他 

 

○議長（古畑秀夫君） 会議次第の３、その他についてを議題といたします。その他につい

て、皆さんで何かございますでしょうか。 

―――――ないようですので、事務局で何かございませんか。 

―――――特にないようですので、以上で議員全員協議会を終了いたします。誠にご苦労様

でございました。 

 

午後４時２８分 閉会 
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